別紙１
誓　約　書

申請者は，下記のいずれにも該当せず，また，将来においても該当しないこと及び本誓約書に記載した事項に変更が生じた場合は遅滞なく変更後の誓約書を提出することを誓約します。
なお，この誓約が虚偽である，又はこの誓約に反したことにより，当方が不利益を被ることとなっても，異議は一切申し立てません。

記

（１) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定する風俗営業及びこれに類似する業種
(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団が営業する事業者及び第６号に規定する暴力団員が営業する事業者
（３）貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業を営む事業者
（４）政治性又は宗教性のある事業を行う事業者
（５）国税及び地方税を滞納している事業者
（６）町から指名停止を受けている事業者
（７）法律に定めのない医療類似行為を行う業種又は事業者
（８）各種法令に違反している業種又は事業者
（９）当該施設は指定管理者制度導入施設であるため、指定管理者の事業目的と競合する民間事業者等（指定管理者及びその関連企業は除く。）

大和町長　様

令和　　年　　月　　日

所在地又は住所　　　　　　　　　　　　　　　
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